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新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国立市では、更なる感染拡大を防止するために、新型コロナ

ウイルス感染症に感染するなどした被保険者へ傷病手当金を支給することといたしました。ご申請にお

かれましては、以下の点にご留意ください。 

◆ 対象者 
国立市国民健康保険の被保険者で、かつ企業等の事業主に雇用されている者（以下、被用者）のうち、

以下に当てはまる者。 

⚫ 新型コロナウイルスに感染し、労務に服することができなくなった者 

⚫ 発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症への感染が疑われるため、労務に服することができ

なくなった者 

 

◆ 支給額 
［１日あたりの支給額］ × ［支給の対象となる日数］ 

ただし、労務に服することができない期間も事業主から給与等の全部または一部を受けることができ

る場合は、支給額が０となるかもしくは調整されます（事業主の支払う給与等の金額が国立市の決定し

た傷病手当金の支給額に満たない場合はその差額が支給されます）。 

 

◆ １日あたりの支給額 
（直近の継続した３カ月間※の給与収入の合計額）÷ （就労日数）×（２／３） 

ただし、１日当たりの支給額が、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の１／３０に相当する金

額の２／３に相当する金額（令和２年３月現在、日額 30,887 円）を超えるときはその金額となります。 

※直近の継続した３カ月間とは、新型コロナウイルス感染症の症状等により、労務に服することができ 

なかった期間の属する月の直近３カ月間をいいます。 

 例）令和４年８月中に感染し、労務に服することができなかった場合 

  ⇒令和４年６、７、８月が直近の継続した３カ月間となります。 

 

◆ 支給の対象となる日数 
労務に服することができなくなった日から起算して 3 日を経過した日から労務に服することができな

い期間のうち、就労を予定していた日数 

 

◆ 適用期間 
令和２年１月１日から令和５年３月３１日の間で療養のために労務に服することができない期間 

ただし、入院が継続する場合は最長１年６カ月まで 

 

 

国民健康保険係からのお知らせ 

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金について 



◆ 申請に必要な書類 
⚫ 『国立市国民健康保険 傷病手当金支給申請書（世帯主記入用）』 

⚫ 『国立市国民健康保険 傷病手当金支給申請書（被保険者記入用）』 

⚫ 『国立市国民健康保険 傷病手当金支給申請書（事業主記入用）』 

⚫ 『国立市国民健康保険 傷病手当金支給申請書（医療機関記入用）』 

※ ＭＹ ＨＥＲ－ＳＹＳにある『療養証明書』のスクリーンショットでも可。 

⚫ 給与等の支払いが確認できる書類（給与明細や給与が振り込まれる口座の通帳の写し等） 

⚫ 本人確認書類の写し 

※ 審査のため、追加で書類の提出をお願いする可能性がございます。 

◆ 申請方法 
① まず、係までお電話もしくはメールにてお問い合わせください。 

② お問い合わせいただいた方へ、申請書類一式を郵送いたします。 

③ 申請書に必要事項をご記入ください（事業主や医療機関が記入するものについては、それぞれ

記入を依頼してください）。 

④ 申請書以外の必要書類をお揃えいただき、申請書とともに係までご返送ください。 

⑤ 申請書類到着後、国立市にて審査を行い、支給決定を行います。 

◆ 申請に関する注意点 
⚫ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請は郵送による受付のみとさせていただきま

す。 

⚫ 別世帯の代理人が申請される場合は、世帯主の委任状が必要になります。代理人の本人確認書類

のコピーを添付し、申請書類と一緒にご郵送ください。 

⚫ 傷病手当金は世帯主に対し支給されます。世帯主以外の口座へ傷病手当金の支払いをご希望され

る場合は、『国立市国民健康保険 傷病手当金支給申請書（世帯主記入用）』の【受取代理人の欄】

を必ずご記入ください。 

◆ 審査・支給決定について 
⚫ 申請書類を受理してかた支給決定まで、１～２カ月ほどかかる可能性があります。 

⚫ 傷病手当金支給決定にかかる審査のために、事業主や医療機関へ調査及び照会を行う場合があり

ます。 

◆ 傷病手当金の返還について 
⚫ 支給決定後に支給要件に該当しないことが判明した場合や傷病手当金の過支給が生じた場合は、

傷病手当金の全部または一部を返還していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

〈 問い合わせ先 〉 

〒１８６－８５０１ 東京都国立市富士見台２丁目４７番地の１ 

国立市役所 健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係 

電話：０４２（５７６）２１２４ 

メール：sec_hokennenkin@city.kunitachi.lg.jp 

kunitachi 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、傷病手当
金に関するお問い合わせは、お電話もしくはメールにてお
願いいたします。 


